
2025年度 第 37回全道ユース（U-17）フットサル選手権大会 

十勝地区予選 開催要項 

 

１ 主  旨   北海道のフットサルの普及・振興のため、高校生年代のフットサル大会を開催し、併せてフットサ

ル技術の向上と健康な心身の育成を図ることを目的として、本大会を実施する。 

 

２ 名  称  ２０２５年度 第３７回全道ユース（Ｕ-１７）フットサル選手権大会十勝地区予選 

 

３ 主  催  （一社）十勝地区サッカー協会 

 

４ 共  催  北海道高等学校体育連盟十勝支部 

 

５ 主  管  （一社）十勝地区サッカー協会フットサル委員会 同２種委員会 

 

６ 期  日  ２０２５年１２月６日(土)、７日(日)の２日間 

 

７ 会  場  １２月 ６日（土） 帯広市総合体育館（よつ葉アリーナ十勝） 

                ７日（日） 芽室町総合体育館 

８ 参加資格 

 （１） フットサルチームの場合 

       ① （公財）日本サッカー協会に「フットサル２種」、または「フットサル３種」の種別で加盟登録した

単独のチームであること。１つの加盟登録チームからは１チームのみ参加できる。 

       ② 前項のチームに所属する２００８年４月２日以降、２０１３年４月１日以前に生まれた選手であ

ること。また、男女の性別は問わない。 

       ③ 外国籍選手は 1 チームあたり３名までとする。 

   

（２） サッカーの場合 

① （公財）日本サッカー協会に「２種」「３種」「女子」の種別で加盟登録した単独のチームであ

ること。１つの加盟登録チームからは１つのチームのみ参加できる。   

② 前項のチームに所属する２００８年４月２日以降、２０１２年４月１日以前に生まれた選手である

こと。また、男女の性別は問わない。 

③ 外国籍選手は１チームあたり３名までとする。 

④ 高体連加盟チームに関しては高体連主催大会の規定に準じる。 

  （３） 地区大会を通して、選手は、他のチームで参加していないこと。所属するチームが複数のチーム

で参加する場合、またはサッカーチームとフットサルチームの両方に所属し、両方のチームが参加

する場合を含む。 

  （４） 選手および役員は、本大会において複数のチームで参加できない。 

  （５） 下記本大会フットサル登録料を所属地区サッカー協会において納入完了していること。 

    ① サッカーチームの場合  登録料５，０００円（道協会４，０００円、十勝協会１，０００円） 

       ② フットサルチームの場合 登録料３，０００円（道協会２，０００円、十勝協会１，０００円） 

  （６） 当該年度の（一社）北海道フットサル連盟（HHF）加盟料３，０００円を所属地区サッカー協会に納入

完了していること。 

 

 

 



９ 競技方法 

 (１) 予選リーグ及び決勝トーナメント方式により十勝地区代表３チームを決定する。 

  (２) 予選リーグは各グループを３～４チームとし、上位２位までのチームが決勝トーナメントに進出する。 

(３) 試合時間は、予選リーグ、決勝トーナメントともに２４分（１２－２－１２）のランニングタイムとする。 

決勝トーナメントにおいて勝敗が決しない場合は、１０分間の延長戦を行い、なお決しない場合はPK戦

（１チーム５本ずつのキックで行う。決しないときは、一方のチームが他方より多く得点するまで行う。）に

より、次回に進出するチームを決定する。 

  (４) 予選リーグの勝者には、勝ち：３､引き分け：１､負け：０の勝ち点を与える。 

  (５) 予選リーグの順位は、勝ち点、得失点差、総得点の順によって決定する。 

      ただし、勝ち点合計が同じ場合は以下の順序により決定する。 

    ① 当該チーム間の対戦成績 

    ② 当該チーム間の得失点差 

    ③ 当該チーム間の総得点数 

    ④ グループ内での総得失点差 

    ⑤ グループ内での総得点数 

    ⑥ ＰＫ戦（１チーム５本ずつのキックで行う。決しないときは、一方のチームが他方より多く得点するまで

行う。）により決定する。 

(６) 代表権を獲得した３チームは、２０２６（令和８）年１月３１日（土）～２月１日（日）に開催される北海道

大会［帯広市］への参加を義務づける。 
       

※競技方法はあくまで予定であり、参加チーム数や会場利用条件等で変更する場合がある。 

 

10 競技規則 

   (１) 本年度（公財）日本サッカー協会制定「フットサル競技規則」による。 

   (２) 本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できず、それ以降の処置については大会

の規律委員会で決定する。 

   (３) 本大会期間中、警告を２回受けた者は、次の１試合に出場できない。 

   (４) ユニホームについて 

       ① 選手番号については１から９９までの整数とし、０は認めない。１番はゴールキーパーが付けること

とする。また、必ず、本大会の参加申込書に記載された選手固有の番号を付けること。 

       ② (公財)日本サッカー協会「ユニホーム規定」に準ずるもので、正副２着を必ず携行すること。（ジャ

ージ、ショーツ、ストッキング、それぞれ正と副とが明瞭に区別できること） 

       ③ 縞のユニホームの背番号は台地に番号を入れること。 

       ④ 審判と同一色または類似色の上衣を用いることはできない。 

       ⑤ 参加申込み以降の変更は認められない。なお、背番号の変更も認めない。 

  (５) 大会で使用するシューズは、フットサルシューズまたは体育館シューズとする。 

  (６) 使用球はフットサル公認球とする。 

 

11 参加申込 

  (１) 参加申込書に登録しうる選手数は、２０名とする。 

  (２) 申込方法は所定の ①申込用紙 ②プログラム原稿 に必要事項を記入の上、下記まで送付する。   

      なお、プログラム作成のため１１月１９日（水）までに下記アドレスにメールを送信してください。また、  

      申込書原本（職印有）は大会当日持参すること。 

 

 

 



   (３) 申込場所  

       【大会事務局】 北海道芽室高校高等学校 サッカー部顧問  坂口 英樹 

            〒０８２－０８０１    

河西郡芽室町東めむろ 1条北１丁目６番地 

                 (Ｔ Ｅ Ｌ) ０１５５－６２－２６２５   

                 (Ｆ Ａ Ｘ) ０１５5－６２－２６２４ 

                 (e-mail) hidekiman1974@gmail.com 

   (４) 大会初日当日には、「参加申込書原本（職印を入れたもの）」を提出すること。 

 

12 参 加 料 

  (１) 参 加 料 

・（一社）北海道フットサル連盟未加盟のチーム  

      ① サッカーチームの場合  １８，０００円（大会登録料 5,000円、ＨＦＦ加盟登録料 3，000円含む） 

      ② フットサルチームの場合 １６，０００円（大会登録料 3,000円、ＨＦＦ加盟登録料 3，000円含む） 

     ・（一社）北海道フットサル連盟加盟済みのチーム  

      ① サッカーチームの場合  １5，０００円（大会登録料 5,000円含む） 

      ② フットサルチームの場合 １３，０００円（大会登録料 3,000円含む） 

   (２) 納入方法 下記の口座に１１月１９日(水) までに納入のこと。 

 

         振込先）  帯広信用金庫 中央支店（００２）    普通 １２１３９９８  

                  一社）十勝地区サッカー協会 第２種委員会 

                  イチシヤ）トカチチクサツカーキヨウカイ ダイ２シユイインカイ 

                 帯広市西８条南１８丁目３－３大西ビル１階 

                  ０１５５（２１）６６２６ 

 

13 帯同審判 

   (１) 各チームは、４級以上のフットサル公認審判員を１名以上帯同させること。 

   (２) 帯同審判員は、２日目までその業務に当たるものとする。 

   (３) 帯同できないときには、大会事務局に６，０００円の不帯同料を、参加料と共に振り込むこと。  

 

14 選手変更  登録選手の変更は認めない。  
 

15 組み合せ  （一社）十勝地区サッカー協会２種委員会が行う。組み合わせ結果は後日連絡します。 
 

16 傷害補償  大会期間中の負傷および事故の責任は、当該チームが負うものとする。また、医師および救

急用具の準備は各チームの責任において行うこととする。  
 

17 表   彰  優勝以下第３位まで賞状を授与する。  
 

18 宿   泊  宿泊については大会事務局で斡旋しませんので、各チームでご都合ください。  
 

19 そ の 他 

  (１) 高等学校チームは、必ず引率教員によって引率され、選手の全ての行動に対して責任を負う。   

(２) 選手資格に関して不都合な行為等があった場合、そのチームの出場を停止する。 

 (３) 震災等、不測の事態が発生した場合には、（一社）十勝地区サッカー協会２種委員会において協議の

上対処する。中断・中止・延期することがあることを留意のこと。 

  (４) 予選リーグ表・決勝トーナメント表の左側に記載されているチームをピッチに向かって左側とする。 


